
4
月
分
か
ら
月
々
の
保
険
料
が

2
1
0
円
引
き
上
げ
ら
れ
、
月
額

1
5,
2
5
0
円
に
な
り
ま
す
。

定
額
保
険
料
や
付
加
保
険
料
を

4
月
30
日
�
ま
で
に
一
括
し
て
前

納
す
る
と
、
割
引
が
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ
れ

た
平
成
26
年
度
分
納
付
書
を
持
っ

て
、
金
融
機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
、
前
納

す
る
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

通
常
の
口
座
振
替
（
当
月
保
険

料
の
翌
月
末
引
落
し
）
で
は
割
引

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
早
割

制
度
」
を
利
用
す
る
と
、
月
々
の

保
険
料
が
50
円
割
引
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
半
額
免
除
等

の
承
認
を
受
け
て
い
る
方
は
、
通

常
の
口
座
振
替
で
の
お
申
し
込
み

と
な
り
ま
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
、

被
保
険
者
ご
自
身
か
ら
事
前
に
お

申
込
み
を
い
た
だ
き
、
以
後
継
続

的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が

日
本
年
金
機
構
に
立
替
納
付
を
行

う
も
の
で
す
。（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
を
提
示
し
、
直
接
納
付
い
た

だ
く
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
で
は
毎
月
の
「
早
割
制
度
」
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

学
生
の
み
な
さ
ん
も
20
歳
に
な

っ
た
ら
必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
義
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
済

的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難

し
い
学
生
の
方
に
は
、
在
学
期
間

中
の
保
険
料
が
後
払
い
で
き
る

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

平
成
26
年
4
月
か
ら
法
律
が
改

正
さ
れ
、
申
請
時
点
か
ら
2
年
1

か
月
前
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

【
対
象
】

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
等
の
学
生

（
夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
制

課
程
の
方
を
含
む
）
で
あ
っ
て
、

本
人
の
前
年
所
得
が
1
1
8
万
円

以
下
の
方

※
扶
養
親
族
控
除
等
が
あ
れ
ば
、

基
準
額
が
変
わ
り
ま
す
。

（
注
）
各
種
学
校
は
、
修
業
年
限

が
１
年
以
上
で
、
学
校
教
育
法
で

規
定
さ
れ
て
い
る
学
校
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

年
金
手
帳
・
在
学
期
間
が
わ
か

る
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

（
裏
面
に
有
効
期
限
、
学
年
、
入

学
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
場
合
は

裏
面
も
含
む
）
の
コ
ピ
ー
、
印
鑑

（
認
印
）

【
承
認
期
間
】

申
請
時
点
か
ら
2
年
1
か
月
前

ま
で
の
期
間
で
す
。

・
平
成
26
年
4
月
に
学
生
納
付
特

例
を
申
請→

平
成
24
年
3
月
ま
で

申
請
可
能

・
平
成
26
年
5
月
に
学
生
納
付
特

例
を
申
請→

平
成
24
年
4
月
ま
で

申
請
可
能

た
だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
障

害
基
礎
年
金
等
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

【
特
例
の
継
続
申
請
】

平
成
26
年
1
月
上
旬
ま
で
に
25

年
度
分
の
申
請
が
済
ん
で
い
て
、

申
請
書
に
26
年
4
月
以
降
も
在
学

予
定
と
記
載
さ
れ
た
方
に
は
、
4

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
、

は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
引
き
続
き
学
生
納
付
特

例
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
こ
の
は

が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。
返
送
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
平
成
26
年
度
も
学

生
納
付
特
例
の
申
請
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

な
お
、
4
月
下
旬
ま
で
に
は
が

き
が
届
か
な
い
方
ま
た
新
規
申
請

の
方
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
課

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ご
自
身
の
年
金
加
入
記
録
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
は
、
保
険
医
療
課
の
窓

口
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
申
込
書

（
窓
口
に
設
置
）
に
ご
記
入
の
う

え
、
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

①
本
人
確
認
書
類
（
原
本
の
み
有

効
。
コ
ピ
ー
等
は
不
可
）

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
顔
写
真
付
証
明
書
で
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
。
写
真
付
き
で

な
い
場
合
は
、
2
種
類
以
上
の
証

明
書
が
必
要
で
す
。

②
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
照
会
番

号
が
必
要
で
す
。

番
号
が
わ
か
ら
な
い
方
は
、
年

金
手
帳
、
ね
ん
き
ん
定
期
便
等
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

③
印
鑑
（
認
印
）

※
代
理
人
の
方
が
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
の
申
込
み
を
さ
れ
る
場
合
は
、

「
委
任
状
」（
指
定
様
式
あ
り
）
と

代
理
人
の
方
の
「
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
」、「
印
鑑
」
が
必
要
で

す
。

3

保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
9

２
１
７
３
ま
た
は
大
宮
年
金
事
務

所
�
６
５
２
┃
３
３
９
９

10

月
々
の
口
座
振
替
に
早
割�

制
度
が
あ
り
ま
す�

国
民
年
金�

国
民
年
金�

年
金
保
険
料
を
前
納
す
る
と�

割
引
が
あ
り
ま
す�

国
民
年
金�

国
民
年
金�

年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す�

国
民
年
金�
国
民
年
金�

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、さ�

か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
る
期�

間
が
拡
大
さ
れ
ま
す�

国
民
年
金�

国
民
年
金�

国
民
年
金

国
民
年
金�
国
民
年
金

国
民
年
金�
国
民
年
金�

ご
存
知
で
す
か�

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」�

国
民
年
金�

国
民
年
金�

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
年
金�

保
険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す�

国
民
年
金�

国
民
年
金�

★定額保険料を納付書により現金納付した場合

1年分

半年分

毎月納めた
とき

一括前納で
納めたとき 納　期割引額

183,000円�179,750円�3,250円�  4 月30日�

91,500円� 90,760円� 740円�
前期分  4 月30日�

後期分 10月31日�
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対
象

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す

る
方

・
町
に
住
民
登
録
を
し
、
１
年
以

上
居
住
し
て
い
る
方

・
30
歳
以
上
の
方

・
町
税
お
よ
び
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
な
い
方

補
助
金
額

指
定
人
間
ド
ッ
ク
検
診
ま
た
は

指
定
医
療
機
関
独
自
の
人
間
ド
ッ

ク
検
診
の
い
ず
れ
か
で
、
１
年
度

１
回
２
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

予
約
金
の
領
収
書
と
印
鑑
（
朱

肉
使
用
の
も
の
）を
持
参
の
う
え
、

保
険
医
療
課
で
申
請
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
受
付
後
に

「
対
象
者
の
条
件
」
を
確
認
し
た

う
え
で
「
受
給
者
証
」
を
発
行
し

ま
す
の
で
、
検
診
日
に
医
療
機
関

の
窓
口
に
受
給
者
証
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

検
診
の
申
込
方
法

左
表
の
検
診
実
施
医
療
機
関
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
申
込

み
の
際
は
「
補
助
金
交
付
制
度
」

を
利
用
す
る
こ
と
を
、
忘
れ
ず
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

桶
川
市
・
北
本
市
の
実
施
医
療

機
関
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

3

保
険
医
療
課
9
２
１
７
３

11

人間ドック検診実施医療機関

伊奈中央病院�

伊奈病院�

希望病院�

内田クリニック�

今成医院�

医療機関名

寿4－43�

小室9419�

小室3170�

内宿台5－4�

小室2469－2

所在地

721－3022�

721－3692�

723－0855�

728－9296�

723－8280

電話番号

町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
に

対
し
、
人
間
ド
ッ
ク
検
診
へ
の

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人間ドック検診の受診方法

指定人間ドック検診を受けるか医療機関
独自の人間ドック検診を受けるか決めて
ください。�

人間ドック検診補助金制度を利用するこ
とを受診する医療機関に告げたうえでお
申し込みください。�

医療機関の窓口で、予約金を支払い、予
約金の領収書を受け取ります。�

保険医療課の窓口で補助申請をし、「受
給者証」を受け取ります。�
※予約金領収書と印鑑（朱肉使用のもの）
を持参してください。�

各医療機関で予約した検診日時に「受給
者証」を持参のうえ受診してください。�
※個人負担額、受給者証を忘れずにお持
ちください。�

　後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれ
る医療費などの推計を基にして、 2 年ごとに見直し
ます。平成26・27年度の保険料率は次のとおりです。�
�
  保険料率
　所得割率　8.29％�
　均等割額　42,440円�
　なお、平成26年度の賦課限度額は57万円です。�
  納め方と通知の時期
①すでに年金からの天引きが始まっている方
　 4 月、 6 月、 8 月の年金からも 2 月の年金天引き
額と同額の保険料が天引きされます。�
②平成26年度後期高齢者医療保険料特別徴収開始
通知書が届いた方�

　お知らせした額で 4 月または、 6 月の年金から天
引きが開始されます。�
③上記以外の方�
　 7 月に納付書を送付します。納期は 7 月末から来
年 2 月末までの各月（ 8 回）となります。また、年度
途中に75歳に到達した方や町外から転入して来た方
には、 7 月以降、随時、納付書を送付します。�
（注意）①と②の方にも 7 月に後期高齢者医療保険
料額決定通知を送付いたしますので、改めて保険料
額の確認をお願いします。�
3　保険医療課医療係9２１７５�

後期高齢者医療保険料について�後期高齢者医療保険料について�後期高齢者医療保険料について�
平成26年度
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